
 （経過措置） 

２ 改正後の条例第１７条の２の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係

る特定公共賃貸住宅の使用料から適用し、同日前の使用に係る特定公共賃貸

住宅の使用料については、なお従前の例による。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

特定公共賃貸住宅の使用料に係る延滞金等について定めるため、この条例を

制定するものである。 

議案第１５８号 

 

川崎市駅前広場占用条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市駅前広場占用条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成２５年１１月２９日提出 

川崎市長  

 

川崎市駅前広場占用条例の一部を改正する条例 

 川崎市駅前広場占用条例（昭和３８年川崎市条例第２０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３条の表向ケ丘遊園駅前東口広場の項中「向ケ丘遊園駅前東口広場」を「向

ヶ丘遊園駅前南口広場」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

向ケ丘遊園駅前東口広場の名称を向ヶ丘遊園駅前南口広場に変更するため、

この条例を制定するものである。 

平成２５年１１月２９日提出

        川崎市長  福　田　紀　彦




